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児
童
手
当
の
ご
案
内 

協
力
者
親
子
募
集 

協
力
者
親
子
募
集 

広報たかはま H20.5.1

   　
児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
に
手
当
て
を
支
給
す
る

こ
と
に
よ
り
家
庭
に
お
け
る
生
活
の

安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次
代

の
社
会
を
に
な
う
児
童
の
健
全
な
育

成
お
よ
び
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。 

　
な
お
、
6
月
支
給
分
か
ら
は
平
成

２０
年
度
（
１９
年
分
）
の
所
得
で
審

査
を
行
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
で
所

得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当
を
受
給
で

き
な
か
っ
た
方
も
、
別
表
の
所
得
制

限
限
度
額
を
参
考
に
、5
月
中
に
認

定
請
求
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
5
月
以
降
も
申
請
で
き
ま
す
が
、

申
請
の
翌
月
か
ら
支
給
開
始
と
な
り

ま
す
の
で
、
お
早
め
に
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。 

支
給
対
象
　
小
学
校
修
了
前
の
児
童

を
養
育
し
、
所
得
基
準
を
満
た
す

方
 

支
給
手
続
き
　
こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー

プ
窓
口
で
必
要
書
類
を
ご
提
出
く

だ
さ
い
。（
公
務
員
の
方
は
勤
務

先
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
） 

必
要
書
類
　
児
童
手
当
認
定
請
求
書
 

　（
市
役
所
で
用
意
し
て
い
ま
す
）、

認
印
、
預
金
通
帳
（
口
座
番
号
の

分
か
る
も
の
）
、
平
成
２０
年
度
 

　（
１９
年
分
）
児
童
手
当
用
所
得
証

明
書
（
※
平
成
２０
年
１
月
１
日
現

在
高
浜
市
に
住
民
票
が
な
か
っ
た

方
の
み
）、
申
請
者
本
人
の
健
康

保
険
証
の
写
し
（
※
厚
生
年
金
な

ど
加
入
者
の
み
） 

支
給
月
額
　
 

・
3
歳
未
満
　
一
律
１
万
円
 

・
3
歳
以
上
 

　（
第
１
・
第
2
子
）5
，
0
0
0
円
、 

　（
第
3
子
）
１
万
円
 

支
払
時
期
　
原
則
と
し
て
、
毎
年
2

月
、6
月
、
１０
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
前
月
分
ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

 中
学
生
と
あ
か
ち
ゃ
ん
親
子
の
 

ふ
れ
愛
交
流
事
業
 

  　
お
て
ん
婆
お
て
ん
娘
ま
ち
づ
く
り

の
会
で
は
、
中
学
3
年
生
の
家
庭
科

の
授
業
の
一
環
と
し
て
、
あ
か
ち
ゃ

ん
親
子
と
の
交
流
の
機
会
を
提
供
し

て
い
ま
す
。 

　
昨
年
参
加
し
た
中
学
生
は
、
あ
か

ち
ゃ
ん
だ
っ
た
頃
の
自
分
や
育
て
て

く
れ
た
親
の
気
持
ち
を
知
る
こ
と
が

で
き
、
親
へ
の
感
謝
や
将
来
自
分
が

親
に
な
る
と
き
に
思
い
を
は
せ
て
い

ま
し
た
。
あ
か
ち
ゃ
ん
親
子
と
の
交

流
を
通
し
、
命
の
つ
な
が
り
を
実
感

で
き
る
貴
重
な
機
会
に
な
り
ま
し
た
。 

　
今
年
度
も
事
業
を
実
施
す
る
に
あ

た
り
、
協
力
し
て
く
だ
さ
る
あ
か
ち

ゃ
ん
親
子
を
募
集
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

協
力
く
だ
さ
い
。 

開
催
時
期
　
5
月
〜
１１
月
（
全
１２
回
） 

会
場
　
高
浜
中
学
校
、
南
中
学
校
 

内
容
　
中
学
生
が
あ
か
ち
ゃ
ん
の
お

世
話
や
遊
び
相
手
を
し
ま
す
。
保

護
者
の
方
は
、
中
学
生
を
見
守
り

な
が
ら
、
あ
か
ち
ゃ
ん
と
接
す
る

ポ
イ
ン
ト
や
子
ど
も
に
対
す
る
思

い
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。 

募
集
対
象
　
１
歳
未
満
の
あ
か
ち
ゃ

ん
と
そ
の
保
護
者
の
方
３０
組
程
度
 

※
き
ょ
う
だ
い
で
参
加
さ
れ
る
場
合

は
、
１
歳
以
上
の
お
子
さ
ん
も
参

加
で
き
ま
す
。 

※
都
合
の
つ
く
日
程
に
参
加
い
た
だ

け
れ
ば
結
構
で
す
。 

申
込
方
法
　
こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー
プ

に
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル

な
ど
で
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申
込
時
に
、
①
あ
か
ち
ゃ
ん
の
名

前
、（
同
伴
す
る
き
ょ
う
だ
い
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
場
合
は
、
そ
の
方

の
名
前
）
②
あ
か
ち
ゃ
ん
の
生
年

月
日
、
③
保
護
者
の
名
前
、
④
連

絡
先
の
電
話
番
号
、
⑤
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。 

申
込
・
問
合
せ
先
 

・
こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２

‐１
１
１
１
（
内
線
３６２
） 

・
お
て
ん
婆
お
て
ん
娘
ま
ち
づ
く
り

の
会
（
古
橋
） 

　
蕁
５２

‐6
5
9
8
 

   　
市
で
は
、「
た
か
は
ま
子
ど
も
市

民
憲
章
」
普
及
啓
発
の
一
環
と
し
て
、

平
成
２０
年
度
よ
り
新
た
に
「
子
ど
も

と
大
人
の
関
係
を
考
え
る
委
員
会
」

を
設
置
し
ま
す
。
設
置
に
あ
た
り
、

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
委
員
を
募
集
し

ま
す
。 

対
象
　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
ま

た
は
市
内
で
子
育
て
支
援
活
動
を

さ
れ
て
い
る
方
で
、
子
ど
も
の
権

利
に
関
心
の
あ
る
方
。 

会
議
回
数
　
年
3
回
程
度
 

※
そ
の
他
、
内
容
に
よ
っ
て
は
打
ち

合
わ
せ
を
月
に
数
回
行
う
場
合
も

あ
り
ま
す
。 

募
集
人
数
　
１０
人
程
度
 

任
期
　
2
年
（
平
成
２２
年
3
月
３１
日

ま
で
） 

申
込
方
法
　
こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー
プ

備
え
付
け
の
応
募
用
紙
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。 

申
込
期
限
　
5
月
１５
日
貅
 

問
合
せ
先
 

　
こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２

‐１
１
１
１
（
内
線
３６３
） 

錦見陽奈ちゃん・翔太くん 

蜷
所
得
制
限
限
度
額
 （
単
位
／
万
円
） 

扶養親族数は税法上の控除対象者をいいます。所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人
扶養親族がある場合は、上記金額に1人につき6万円が加算されます。 
扶養親族などの数が6人以上の場合は、１人につき38万円（扶養親族などが老人控除対象配偶者ま
たは老人扶養親族であるときは44万円）を加算してください。 

※ 
 
※ 

扶養親族等の数 自営業者（国民年金加入者） サラリーマン（厚生年金等加入者） 

0人 460.0 532.0

1人 498.0 570.0

2人 536.0 608.0

3人 574.0 646.0

4人 612.0 684.0

5人 650.0 722.0


